
資

料

昭
和
二
十
四
年
一
月
|

|
三
月

日
本
銀
行
勘
定
に
よ
る
日
本
銀
行
券
増
減
原
因
分
析

山 一

中

一
月
中
に
於
け
る
H
本
銀
行
勘
定
の
増
減
を
見
る
に
次
の
通
り
で
あ
る
。

(
単
位

負

債

日

本

銀

行

券

付

ご

ニ
、
七
0
1

政

府

預

金

付

て

七

二

ハ

以

他

預

金

制

三
O
O

其

他

付

九

一

九

月

百
万
円
)

資

産

政

府

貸

上

金

川

六

回

二

貸

出

金

制

九

、

}

九

O

国

政
共

他

証

券

H
7
也
、
四
四
五

』

h
t府
関
係
ハ
門
二
三
、三
間
凶

内
訳
(
閏
間
関
係

州
五
、
八
九
九

代

理

屈

勘

定

付

八

二

九

其

他

付

七

、

五

九

八

計

ハ

円

一

六

、
O
問
O

計

付

一
六、

O
問
。

間

昨
年

一、

二
月
の
減
少
を
除
き
辿
月
増
加
を
示
し
て
い
た
日
本
銀
行
券
は
今
月
に
入
り
収

縮
に
転
じ
た
が
、
右
に
よ
れ
ば
政
府
と
の
取
引
に
於
て
は
百
九
十
七
億
九
千
九
百
万
円
と
大

幅
の
収
縮
を
示
し
た
の
に
反
し
、
民
間
と
の
取
引
に
於
て
は
六
十
億
九
千
四
百
万
円
の
膨
脹

を
見
た
と
と
L

な
る
。

。
対
政
府
関
係

H

ハ
算
定
の
基
舵
〉

(

資

産

)

政

府

貸

L
L

合

悶

偵

其

他

証

券

{大
賊
省
証
券

{

食

脳

蹴

券

戸
復
興
金
融
加
持

代

理

府

勘

定

士

、

山

也

J

イ

，

z
u

、d
d
EU
-
L

-
，叶ノ

1
4，
J
ノ
・寸ノ

(
単
位

百
万
円
)

付

六

四

二

ハ円

二一ニ
、一二
円
四

付

二一

、
九
九
四

(悦

泣

)

「

引

受

五
三
、
凶
一

0

5
J
R
O
{
悩

巡

問

問

二

一

O

戸
預
金
制
へ
先
却
起
六
、

一
五
O

問、
一4
0
0
(預
金
部
へ
売
却
)

間

近
三
七

(+) ト)(一)(ー)

(負
府

預

償
)

政

金

其

他

。

対

民

間

関

係

帥

(
算
定
の
基
礎
)

(

資

産

〉

貸

出

金

由

航

其

他

証

券

悶

般

大
政
省
証
券

、r，
、
可
m
u
n

.ト
し
ム
』

F

4
n
H
W拘
引

削

減
式
ソ

復
興
金
融
的
券

一一
一
一
〈
市
中
よ
り
賀
入
〉

一二

O
O
〈
市
中
へ
先

却〉

『復
興
金
融
金
附
よ

一り
貝
入
組

一段
林
中
火
金
即
よ

」
り
買
入
趨

八
、
一
一
五

一閉
鎖
機
附
へ
究
却

一組一市
中
銀
行
等
へ
売

戸却
超

「引

受

一償

逝

」山
岡
林
中
火
金
作
よ

}り
買
入
超

一市
中
銀
行
等
よ
り

戸賀
入
趨

六
、
O
九
四 一、
七
二
ハ

一、
七
二
八

(→(+) (+) (吋

五九

八一
九九
九 O

三
ハO

〈
単
位

百
万
円
)

一一

一
六1i. 

七
、
二
六
六

一
、
一
0
0

九
、七
六
八

一
、
八
八
一
一

一
、
六
四
二

問
、
七
七

型
化
伯

勘

定山U
t
aE
 

(負

債

)

其

他

預

金

制

=一

O
O

以

他

付

八

O
九

間
然
し
乍
ら
布
の
対
政
府
側
係
に
含
ま
れ
て
い
る
.
劫
金
・
怖
の
収
支
中
、
郵
舵
貯
金
地
方
公
共

問
休
貸
付
。
一
時
民
間
凶
係
と
見
な
さ
れ
る
も
の
L
収
文
は
、
郵
似
貯
金
の
制
加
を
主
因
と
し

て
八
十
二
儲
}
千
九
百
万
円
の
収
入
超
過
を
示
し
て
い
る
か
ら
、
之
を
民
間
附
係
よ
り
差
引

合
政
府
開
係
に
加
え
る
。
次
に
雌
林
中
央
金
仰
に
於
け
る
食
制
及
び
耕
民
代
金
前
受
A
M
勘
定

は
月
中
背
八
十
億
四
千
八
百
万
円
の
減
少
を
示
し
た
為
め
、
木
行
は
制
金
山
仰
に
対
し
月
中
λ

十
四
億
凶
千
六
百
万
円
の
資
金
供
給
金
行
っ
て
い
る
が
、
之
は
食
制
及
び
耕
民
民
入
の
為
め

J主1"t

(ー)(+) 

一
…問、=一

O

{→(一)

八
二
五

七、

O
六一



政
府
に
代
わ
り
立
替
払
を
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
を
以
て
、
民
間
関
係
よ
り
政
府
関
係
に

移
す
。
更
に
木
月
発
行
の
復
興
五
分
利
国
庫
証
券
四
十
六
億
円
中
白
木
銀
行
よ
り
の
借
入

金
、
同
行
に
対
す
る
国
債
そ
の
他
証
券
の
売
却
等
同
行
よ
り
供
給
さ
れ
た
資
金
を
以
て
消
化

し
た
と
見
ら
れ
る
も
の
三
十
三
億
七
千
二
百
万
円
は
、
政
府
に
対
す
る
信
用
創
造
と
見
な
し

民
間
関
係
よ
り
政
府
関
係
に
移
す
。
か
〈
て
対
政
府
関
係
に
基
ぐ
流
出
額
は
二
億
三
千
八
百

万
円
と
な
る
の
に
対
し
対
民
間
関
係
に
於
て
は
却
っ
て
百
三
十
九
億
四
千
三
百
万
円
の
収
縮

を
示
し
た
と
と
L

な
る
が
、
か
く
日
本
銀
行
券
が
収
縮
し
た
の
は
主
と
し
て
政
府
資
金
が
二

百
十
八
億
円
の
引
揚
超
過
を
み
る
に
至
っ
た
ζ

と
に
基
〈
も
の
で
あ
る
。
然
し
乍
ら
そ
の
少

な
か
ら
ざ
る
部
分
が
日
本
銀
行
の
民
聞
に
対
す
る
信
用
創
造
を
通
じ
て
行
わ
れ
て
い
る
こ
と

は
柱
意
き
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ニ
、

ニ

中

(1) 

同
月

一
一
月
中
に
於
け
る
日
本
銀
行
勘
定
の
増
減
を
見
る
に
次
の
通
り
で
あ
る
。

〈
単
位

負

債

日

本

銀

行

券

付

一

丸

、
二
一六

政

府

預

金

川

二

ニ
、入

一
O

其

他

預

金

付

一
、
凹
O
五

其

他

帥

=

七

五

百
万
円
)

資

産

政

府

貸

上

金

付

三

二

二

三

O

貸

出

金

伸

一
一
、
四
一
入

国

債

其

他

証

券

付

一
八
、
一
二
七
八

ヨ
ー
で
」
政
府
関
係
村
二
五
、
六
九
二

戸
司
〆
民
間
関
係
帥
ー
七
、
ご
二

四

代

理

屈

勘

定

付

一

、
七
六
六

其

他

伸

二

、
O
七
八

計

ハ

円

六

、

四

四

六

計

付

六

、

四

四

六

間
右
に
よ
れ
ば
前
月
に
引
続
き
政
府
と
の
取
引
に
於
て
は
四
百
二
十
五
億
五
千
万
円
の
収
納

を
示
し
た
の
に
反
し
、
民
間
と
の
取
引
に
於
て
は
二
百
三
十
四
億
二
千
四
百
万
円
の
増
加
を

見
た
こ
と
L
な
る
。
，

O
対

政

府

関

係

付

(
算
定
の
基
礎
)

(

資

産

)

政

府

貸

上

金

国

債

其

他

証

券

四
一
一、
五
五

O

(
単
位

百
万
円
)

ハ
円
三
、
一三
三
O

H
二
五
、
六
九
二

日
本
銀
行
券
増
減
原
因
分
析

昭
和
二
十
四
年

一
月
|
一一一月

国

債
大

部

省

証

券

食

糧

証

券

新

炭

証

券

復
興
金
融
債
券

代

理

屈

勘

定

其

他

ハ

負

債

〉

政

府

預

金

其

他

。

対

民

間

関

係

判

(
算
定
の
基
礎
)

(

資

産

〉

貸

出

金

国

債

其

他

証

券

国

債

大

部

省

証

券

食

糧

証

券

復
興
金
融
債
券

其 代

理

屈

勘

金債他定

其

(負
他

預

{→(ー)

五二 一 0三
一 二 O 三六O
三三 一 一九八
四 三 00 四 七九

翁筋商克直前餓
金 金銅11ft 金
部音(¥超護 部

-". :J:!l! 

""" ~廿 ~;:f:: "" 

売 話芸 売
却還受超へ還受還却
、ーノ '-'、】ノ

一 六七
一三O一一四
三三六五ー五
0一五 O二九
0000六O

(+) (一)(→ ←) (+) 吋
二
三
、
四
二
四

一
三
、
八
一

O

四
一
九

(
単
位

(+) (+l 

一
一、
四
一
八

七
、
三

一
四

(吋(+)

二= ノ¥

九 六
ノ、 ノ¥ ー一
八 八 ー三

戸ーーー--.ーーーー-..________.，...ーーーーー、〆ヘr-..
り農賀市街引先1m趨閉売復市市
買林入中 超中鎖去jJ興中中
入中超銀 銀撤超金土よ
央行 行間融ζり
金等 等へ金ソ買
庫よ へ完庫民入
よ り還受完封l ヘ入超

、J、ーノ

(→ }
 
+
 

(
 

同+
 

(
 

て
七
六
九

二、
二

一
・二

(一)

て
凹

O
五

-'・9
ノ¥

百
万
円
)

J¥ 

五
、
三
六
六

二九一

五 O五二
六二O 六
七六九四

五
、
九

一
八



資

其

料
{也

川
内

六
九
四

倒

然

し

乍
ら
右
の
対
政
府
関
係
に
含
ま
れ
て
い
る
預
金
部
の
収
支
中
、
郵
便
貯
金
、
地
方
公

共
団
体
貸
付
金
等
民
間
関
係
と
見
な
さ
れ
る
も
の
L
収
支
を
見
る
と
、
郵
便
貯
金
が
増
加
し

た
為
め
四
十
五
億
九
百
万
円
の
収
入
超
過
宝
不
し
て
い
る
か
ら
、
之
を
民
間
関
係
よ
り
差
引

き
政
府
関
係
に
加
え
る
。
次
に
日
本
銀
行
は
農
林
中
央
金
庫
に
対
し
月
中
四
十
八
億
六
千
五

百
万
円
の
資
金
供
給
を
行
っ
て
い
る
が
、
右
の
内
二
十
五
億
二
千
一
.拍
万
円
は
食
糧
及
び
薪

炭
民
入
の
為
め
政
府
に
代
わ
り
立
替
払
を
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
を
以
て
、
此
の
額
を
民

間
関
係
よ
り
政
府
関
係
に
移
す
。
更
に
本
月
発
行
の
復
興
五
分
利
回
昨
証
券
十
二
億
円
中
日

木
銀
行
よ
り
の
借
入
金
、
そ
の
他
同
行
よ
り
供
給
さ
れ
た
資
金
を
以
て
消
化
し
た
と
見
ら
れ

る
も
の
九
億
六
百
万
円
は
政
府
に
対
す
る
信
用
創
造
と
み
な
し
、
民
間
関
係
よ
り
控
除
し
政

府
側
係
に
加
え
る
。
か
〈
て
対
政
府
関
係
に
基
〈
収
縮
額
は
三
百
四
十
六
億
一
千
四
百
万
円

に
上
る
の
に
対
し
、
対
民
間
附
係
に
於
て
は
百
五
十
四
億
八
千
八
百
万
円
の
膨
脹
を
示
し
た

こ
と
L
!な
る
が
、
か
く
対
政
府
関
係
に
於
て
巨
・
矧
の
収
縮
を
見
る
に
至
っ
た
の
は
五
百
四
十

九
億
円
に
上
あ
租
税
収
入
を
中
心
と
し
て
政
府
資
金
が
凹
百
二
十
九
億
円
の
引
揚
超
過
を
見

た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
又
対
民
間
関
係
の
膨
脹
は
右
の
如
き
徴
税
強
化
に
よ
り
加
重

さ
れ
た
一
般
市
中
の
資
金
逼
迫
に
刻
し
日
木
銀
行
が
必
要
資
金
の
供
給
を
行
っ
た
こ
と
な
示

す
も
の
と
云
え
よ
う
。

ー← 
、

一一
月

中

一一
月
中
に
於
け
る
日
木
鍛
行
勘
定
の
哨
械
を
見
る
に
次
の
通
り
で
あ
る
。

百
万
円
)

(1) 

資

産

政

府

貸

上

会

貸

出

金

国

債

其

他

証

券

同

1
1
k

『
政
府
側
係

l
一市
戸
民
間
関
係

れ

L
H
t
ι
コ

市

川

町

ヨ

ニ

，t
'
羽

b
t
u化

H
眠

ir-

甘山
1

仙
凶

イ
」
4

，

，a
帽，

付
四
、
四
一

七

付

四
、
五
六
五

付
問
、
五
九
一
一

村
一
四
、

O
一二
八

は
リ

h
L
、n耳
目
↓
」
、

'γ

」
J

H

K

Hド
-
ノ

パ
吋

レ
U
川
4

伸
一こ
七
二

五
九

例
三一
-一
、
六
五
九

〈
単
位

負

債

日

本

銀

行

券

付

九、
九

O
一

政

府

預

金

川

二
二
、
一
一五

一

共

他

預

金

付

一

、
五

一
六

其

他

帥

九

、
七
九
三

ぷ
ユ苫
刊

川
二
三
、
六
五
九

(2) 

一一六

右
に
よ
れ
ば
政
府
と
の
取
引
に
於
て
は
四
百
五
十
九
億
一

千
一

百
万
円
の
収
縮
を
示
し
た

の
に
反
し
、
民
間
と
の
取
引
に
於
い
て
三
百
六
十
億
一
千
万
円
の
増
加

を

見
た
こ
と
L
な

る。
。
対
政
府
関
係

(
算
定
の
基
礎
)

/向、

資

政

府

貸

上

金

国

伯

其

他

証

券

国

-償

食

組

証

券

前

炭

証

券

代

理

庖

j
 

v
b
 
J
 
定

3実

品
山{
 

f旬、

負

政

預

他金

11'1 

実t
。
対
民
間
関
係

(
算
定
の
基
礎
)

/ー、

資

1会

/JJ 

金

国

債

其

他

証

券

一一一一¥
I~I 

aq 
(一)

産{i町
、._/(-1-) 産

四
五
、
九
一

一

(一)(一)

二 一 四四

七二 O 四
一九 三三一
o 0 λ 八七
~.，---"-ーーー-...-ー戸̂ -一、

航引預り国的引幕電償
金賀m 話
部入盤 回
へ理 1本
売基 償
却l金券
i壁受超よ還受応還

←) (一)ト)(一)

七

(+) 

三
、
問一一
一一

同

二
二
、
二
五
一

心
リ

八
、
六
ご
九

三
六
、
O
一
O

{一)

問
、
半
六
五

(+) 

九
、
四
問
中
ハ

(+) 

一一

一
(
市
中
銀
行
等
よ
り
〕

戸
賀
入
越

」

「
復
興
金
融
金
庫
へ

一
売
却
超

(単
位

百
万
円
)三

九

一
九
、
五

O
O

一
四
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一凶

O

一
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五

O
O

一
入
、
O
五
O

て
二
九
O

凶
、
0
0
0

へ
単
位

百
万
円
)

五
二
四
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入
、
一一一
O
O

九、

0
=二

(一}

て
九
二
七

視
興
金
融
債
券

判
二
一

、
七
六
一

八
四
五

一一一一
、
ムハ
ニムハ
八
七
七
八

其代

f盟

庖

勘

他金債他定

同

八

一

例

ese
--z
七
三
八

其其

(負
他

預

、、
一 五
ーι.ノ、 -
回 大

(+) (十}

間
然
し
乍
ら
右
の
対
政
府
関
係
に
含
主
れ
て
い
る
預
金
部
の
収
支
中
、
郵
便
貯
金
、
地
方
公

共
団
体
貸
付
金
等
員
間
関
係
と
見
な
さ
れ
る
も
の
L
収
支
を
見
る
と
、
郵
便
貯
金
の
増
加
一ヱ

十
徽
円
、
復
興
企
融
債
券
の
償
還
五
十
凶
億
円
等
が
あ
っ
た
為
め
五
十
八
億
八
千
4
百
万
円

の
収
入
超
過
を
示
し
て
い
る
か
ら
、

之
を
民
間
関
係
よ
り
差
引
き
政
府
関
係
に
加
え
る
。
次

に
日
本
銀
行
は
農
林
中
央
金
庫
に
対
し
、
月
中
百
四
十
二
億
九
千
七
百
万
円
の
資
金
供
給
(内

政
府
指
定
預
金
百
五
十
億
円
)
を
行
っ
た
が
、
右
の
内
百
十
八
億
三
千
九
百
万
円
は
食
粧
及

び
薪
炭
賀
入
の
為
め
政
府
に
代
わ
り
立
話
払
を
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
を
以
て
、
此
の
額

を
民
間
関
係
よ
り
政
府
関
係
に
移
す
。
更
に
本
月
発
行
の
復
興
五
分
利
国
庫
証
券
十
ご
億
円

中
日
本
銀
行
よ
り
の
借
入
金
、
政
府
指
定
淵
金
の
受
入
、
同
行
に
対
す
る
岡
俄
そ
の
他
証
券

の
兜
却
等
、
同
行
よ
り
供
給
さ
れ
た
資
金
を
以
て
消
化
し
た
と
見
ら
れ
る
も
の
λ
億
二
千
四

百
万
円
は
政
府
に
対
す
る
信
用
供
与
と
見
な
し
、
民
間
関
係
よ
り
政
府
関
係
に
移
す
。
か
く

て
対
政
府
関
係
に
基
〈
収
縮
額
は
二
百
七
十
三
億
六
千
三
百
万
円
と
な
る
に
反
し
、
対
民
間

関
係
に
於
て
は
百
七
十
四
億
六
千
一
一百
万
円
の
膨
脹
を
示
し
た
こ
と
L
な
る
。
尚
資
産
勘
定

に
於
て
其
他
勘
定
が
三
百
七
十

一
億
円
の
激
端
を
示
す
に
至
っ
た
の
は
主
と
し
て
政
府
指
定

預
金
に
よ
り
三
百
十
六
億
円
に
上
る
預
け
金
勘
定
が
生
じ
た
為
め
で
あ
り
、
之
に
よ
り
貸
出

金
は
四
十
五
億
円
の
減
少
を
見
た
。
(
舟
崎
)

日
本
銀
行
券
噌
減
原
因
分
析

附
和
二
十
同
年
四
月
l
六
月

昭
和
二
十
四
年
四
月
|
|

六
月

日
本
銀
行
勘
定
に
よ
る
日
本
銀
行
券
増
減
原
因
分
析

中

四
月
中
に
於
け
る
日
本
銀
行
勘
定
の
噌
械
を
見
る
に
次
の
通
り
で
あ
る
。
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玉
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付

一

O
、
=
三
八

計

肘

て
二
四
O

計

制

て
二
四

O

倒
木
年
一
月
以
降
毎
月
収
縮
を
示
し
て
い
た

H
本
銀
行
券
は
本
月
に
入
り
漸
〈
ご
、
三
八
五

百
万
円
を
増
加
し
た
が
、
右
に
よ
れ
ば
政
府
と
の
取
引
に
於
て
は
二

一
、
八
九
三
百
万
円
の

膨
張
を
み
た
の
に
反
し
、
民
間
と
の
取
引
に
於
て
は
九
、
五

O
λ
百
万
円
の
収
縮
を
示
し
た

こ
と
と
な
る
。
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